
(57)【要約】

【課題】被検体内導入装置の服用による検査中の被検体

内画像のリアルタイム観察や受信装置自身や被検体内導

入装置に異常がないかの監視などを被検体の居場所に関

係なく行うことができるようにする。

【解決手段】画像表示可能な表示部９を有する携帯電話

機８との間で携帯電話通信網７を介して無線通信可能な

無線Ｉ／Ｆカード１２を備えることで、カプセル型内視

鏡２の服用による検査中の被検者１の居場所に関係なく

被検者１が携帯中の受信装置３と携帯電話機８との間で

無線通信を行い、検査中の被検体内画像のリアルタイム

観察や受信装置３自身やカプセル型内視鏡２に異常がな

いかの監視などを携帯電話機８の表示部９を通じて被検

者の居場所に関係なく行うことができるようにした。

【選択図】　　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 被 検 体 の 内 部 を 移 動 す る 被 検 体 内 導 入 装 置 か ら 送 信 さ れ る 無 線 信 号 を 受 信 す る 前 記 被 検
体 が 携 帯 可 能 な 受 信 装 置 で あ っ て 、
　 画 像 表 示 可 能 な 表 示 部 を 有 す る 通 信 端 末 装 置 と の 間 で 無 線 通 信 網 を 介 し て 無 線 通 信 可 能
な 無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 、 携 帯 電 話 イ ン タ ー フ ェ ー ス で あ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ に 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ ー フ ェ ー ス で あ る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ に 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 対 象 と な る 前 記 通 信 端 末 装 置 の 種 類 に 適 応 す る 前 記 無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス が 装 着 自
在 な 装 着 部 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 通 信 端 末 装 置 か ら の ア ク セ ス に よ り 、 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 が 撮 像 し た 被 検 体 内 画
像 デ ー タ を 該 通 信 端 末 装 置 に 対 し て 前 記 無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス を 介 し て 送 信 出 力 す る
送 信 出 力 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 あ ら か じ め 設 定 さ れ た 特 定 ア ド レ ス の 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て ア ク セ ス す る ア ク セ ス
手 段 と 、
　 該 ア ク セ ス 手 段 に よ る ア ク セ ス 時 に 、 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 が 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 デ
ー タ を 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て 前 記 無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス を 介 し て 送 信 出 力 す る 送
信 出 力 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 ア ク セ ス 手 段 は 、 特 定 の タ イ ミ ン グ で 前 記 特 定 ア ド レ ス の 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し
て ア ク セ ス す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 特 定 の タ イ ミ ン グ は 、 定 期 的 な タ イ ミ ン グ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載
の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 が 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 デ ー タ を 画 像 処 理 し て 撮 像 臓 器 の 変 化 を
判 定 す る 臓 器 判 定 手 段 を 備 え 、
　 前 記 特 定 の タ イ ミ ン グ は 、 前 記 臓 器 判 定 手 段 の 判 定 に 従 い 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 が 撮 像
し た 臓 器 が 変 わ っ た タ イ ミ ン グ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 が 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 デ ー タ を 画 像 処 理 し て 病 変 箇 所 の 有 無 を
判 定 す る 病 変 箇 所 判 定 手 段 を 備 え 、
　 前 記 特 定 の タ イ ミ ン グ は 、 前 記 病 変 箇 所 判 定 手 段 の 判 定 に 従 い 病 変 箇 所 が 検 出 さ れ た タ
イ ミ ン グ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 被 検 体 内 画 像 デ ー タ の 送 信 出 力 を 指 示 す る 操 作 ボ タ ン を 備 え 、
　 前 記 特 定 の タ イ ミ ン グ は 、 前 記 操 作 ボ タ ン が 操 作 さ れ た タ イ ミ ン グ で あ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 あ ら か じ め 設 定 さ れ た 特 定 ア ド レ ス の 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て ア ク セ ス す る ア ク セ ス
手 段 と 、
　 該 ア ク セ ス 手 段 に よ る ア ク セ ス 時 に 、 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て 前 記 無 線 通 信 イ ン タ ー
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フ ェ ー ス を 介 し て 警 告 情 報 を 送 信 出 力 す る 警 告 出 力 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ １ １ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 当 該 受 信 装 置 に お け る 異 常 の 有 無 を 検 出 す る 異 常 検 出 手 段 を 備 え 、
　 前 記 ア ク セ ス 手 段 は 、 前 記 異 常 検 出 手 段 で 異 常 が 検 出 さ れ た 場 合 に 前 記 特 定 ア ド レ ス の
前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て ア ク セ ス し 、
　 前 記 警 告 出 力 手 段 は 、 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て 当 該 受 信 装 置 に 異 常 が あ る 旨 の 警 告 情
報 を 送 信 出 力 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 に お け る 異 常 の 有 無 を 検 出 す る 異 常 検 出 手 段 を 備 え 、
　 前 記 ア ク セ ス 手 段 は 、 前 記 異 常 検 出 手 段 で 異 常 が 検 出 さ れ た 場 合 に 前 記 特 定 ア ド レ ス の
前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て ア ク セ ス し 、
　 前 記 警 告 出 力 手 段 は 、 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 に 異 常 が あ る 旨
の 警 告 情 報 を 送 信 出 力 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 被 検 体 の 内 部 を 移 動 す る 被 検 体 内 導 入 装 置 か ら 送 信 さ れ る 無 線 信 号 を 受 信 す る 前 記 被 検
体 が 携 帯 可 能 な 受 信 装 置 で あ っ て 、
　 携 帯 電 話 機 を 有 線 接 続 す る 接 続 ポ ー ト と 、
　 該 接 続 ポ ー ト に 前 記 携 帯 電 話 機 が 接 続 さ れ た 場 合 に 、 該 携 帯 電 話 機 に 対 し て 前 記 被 検 体
内 導 入 装 置 が 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 デ ー タ を 前 記 接 続 ポ ー ト を 介 し て 送 信 出 力 す る 出 力 手
段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 受 信 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 被 検 体 の 内 部 を 移 動 す る カ プ セ ル 型 内 視 鏡 等 の 被 検 体 内 導 入 装 置 か ら 送 信 さ
れ る 無 線 信 号 を 受 信 す る 被 検 体 が 携 帯 可 能 な 受 信 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 近 年 、 内 視 鏡 の 分 野 で は 、 撮 像 機 能 と 無 線 通 信 機 能 と が 装 備 さ れ た カ プ セ ル 型 内 視 鏡 が
登 場 し て い る 。 こ の カ プ セ ル 型 内 視 鏡 は 、 観 察 （ 検 査 ） の た め に 被 検 体 で あ る 被 検 者 の 口
か ら 飲 み 込 ま れ た 後 、 被 検 者 （ 人 体 ） か ら 自 然 排 出 さ れ る ま で の 観 察 期 間 、 例 え ば 食 道 、
胃 、 小 腸 な ど の 臓 器 の 内 部 （ 体 腔 内 ） を そ の 蠕 動 運 動 に 伴 っ て 移 動 し 、 撮 像 機 能 を 用 い て
所 定 の 撮 像 レ ー ト で 順 次 撮 像 す る 構 成 を 有 す る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 ま た 、 こ れ ら 臓 器 内 を 移 動 す る こ の 観 察 期 間 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 に よ っ て 体 腔 内 で 撮 像
さ れ た 画 像 デ ー タ は 、 順 次 無 線 通 信 な ど の 無 線 通 信 機 能 に よ り 、 被 検 者 の 外 部 に 送 信 さ れ
、 外 部 の 受 信 機 内 に 設 け ら れ た メ モ リ に 蓄 積 さ れ る 。 被 検 者 が こ の 無 線 通 信 機 能 と メ モ リ
機 能 を 備 え た 受 信 機 を 携 帯 す る こ と に よ り 、 被 検 者 は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 を 飲 み 込 ん だ 後
、 排 出 さ れ る ま で の 観 察 期 間 で あ っ て も 、 不 自 由 を 被 る こ と な く 自 由 に 行 動 が 可 能 に な る
。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 画 像 デ ー タ を 受 信 す る 場 合 、 一 般 に 受 信 機 で は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 か ら 送 信 さ れ る 画 像
信 号 を 受 信 す る た め の 複 数 の ア ン テ ナ を 被 検 者 の 外 部 に 分 散 配 置 し 、 受 信 す る 受 信 強 度 が
強 い 一 つ の ア ン テ ナ を 選 択 切 替 え し て 、 画 像 信 号 を 受 信 し て い る 。 例 え ば 特 許 文 献 １ に は
、 被 検 体 の 外 部 に 配 置 さ れ た 複 数 の ア ン テ ナ の 受 信 切 替 え を 行 い 、 各 ア ン テ ナ が 受 信 す る
電 界 強 度 を も と に 、 画 像 信 号 の 発 信 源 で あ る 被 検 体 内 の カ プ セ ル 型 内 視 鏡 の 位 置 を 探 知 す
る 受 信 機 が 記 載 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 こ の よ う な カ プ セ ル 型 内 視 鏡 シ ス テ ム で は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 に よ る 一 連 の 撮 像 動 作 が
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完 了 し た 後 に 、 受 信 機 の メ モ リ に 蓄 積 さ れ た 画 像 デ ー タ を ワ ー ク ス テ ー シ ョ ン 等 に 転 送 す
る こ と に よ っ て 画 像 の 閲 覧 が 事 後 的 に 行 わ れ る の が 一 般 的 で あ る 。 し か し な が ら 、 医 師 等
か ら は 撮 像 画 像 を リ ア ル タ イ ム に 閲 覧 す る こ と に 対 す る 要 望 も 高 く 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 か
ら 送 信 さ れ た 無 線 信 号 に 基 づ き リ ア ル タ イ ム に 画 像 表 示 を 行 う 簡 易 画 像 表 示 装 置 を 付 属 し
た シ ス テ ム も 提 案 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 従 来 の 簡 易 画 像 表 示 装 置 は 、 最 も 簡 単 な 構 成 と し て は 、 受 信 機 と 電 気 的 に 接 続 可 能 な 構
成 を 有 す る と と も に 、 小 型 の 表 示 部 及 び 所 定 の 信 号 処 理 部 を 備 え る 。 こ の よ う な 構 成 を 有
す る こ と に よ っ て 、 簡 易 画 像 表 示 装 置 は 、 受 信 機 に て 受 信 処 理 が 施 さ れ た 信 号 を 入 力 す る
こ と が 可 能 で あ り 、 入 力 し た 信 号 に 基 づ き 所 定 の 処 理 を 施 し た 上 で 小 型 の 表 示 部 に カ プ セ
ル 型 内 視 鏡 で 撮 像 さ れ た 画 像 を 表 示 す る 。 こ の よ う な 構 成 で は 、 リ ア ル タ イ ム に 撮 像 画 像
を 観 察 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － １ ９ １ １ １ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 と こ ろ が 、 こ の よ う な 簡 易 画 像 表 示 装 置 は 、 例 え ば 医 師 が 被 検 者 の 直 ぐ そ ば に 居 ら れ る
検 査 室 内 で の リ ア ル タ イ ム 観 察 を 想 定 し た も の で あ り 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 を 飲 み 込 ん で 検
査 中 の 被 検 者 が 検 査 室 を 出 た 後 、 院 内 の 別 の 箇 所 で 自 由 に 行 動 し 、 あ る い は 院 外 に 外 出 し
た よ う な 場 合 に は 医 師 等 は 体 腔 内 撮 像 画 像 を リ ア ル タ イ ム で 観 察 す る こ と は で き な く な っ
て し ま う 。 被 検 者 を 検 査 室 内 に 拘 束 す れ ば 、 簡 易 画 像 表 示 装 置 に よ る リ ア ル タ イ ム 観 察 を
継 続 す る こ と が 可 能 で あ る が 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 を 用 い た 検 査 は 、 通 常 、 ８ 時 間 以 上 に 及
ぶ た め 、 被 検 者 の 居 場 所 、 行 動 を 拘 束 し て し ま う と 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 を 用 い る 検 査 方 式
の メ リ ッ ト が 半 減 し て し ま う 。 ま た 、 被 検 者 自 身 で あ れ ば 、 可 搬 型 の 簡 易 画 像 表 示 装 置 を
受 信 機 と と も に 常 に 携 帯 す れ ば 、 随 時 所 望 の 時 に 体 腔 内 撮 像 画 像 を リ ア ル タ イ ム で 観 察 す
る こ と は で き る が 、 必 須 の 受 信 機 の 他 に 専 用 の 簡 易 画 像 表 示 装 置 を 持 ち 歩 か な く て は な ら
ず 煩 わ し い 。 さ ら に 、 医 師 等 に と っ て は 、 外 出 し た 被 検 者 が 携 帯 し て い る 受 信 機 や 被 検 者
が 服 用 中 の カ プ セ ル 型 内 視 鏡 に 何 ら か の 異 常 が な い か を 監 視 す る こ と に 対 す る 要 望 も 高 い
が 、 被 検 者 か ら の 連 絡 に 頼 ら ざ る を 得 な い 現 状 に あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ っ て 、 被 検 体 内 導 入 装 置 の 服 用 に よ る 検 査 中
の 被 検 体 内 画 像 の リ ア ル タ イ ム 観 察 や 受 信 装 置 自 身 や 被 検 体 内 導 入 装 置 に 異 常 が な い か の
監 視 な ど を 被 検 体 の 居 場 所 に 関 係 な く 行 う こ と が で き る 受 信 装 置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と
す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 上 述 し た 課 題 を 解 決 し 、 目 的 を 達 成 す る た め に 、 請 求 項 １ に 係 る 受 信 装 置 は 、 被 検 体 の
内 部 を 移 動 す る 被 検 体 内 導 入 装 置 か ら 送 信 さ れ る 無 線 信 号 を 受 信 す る 前 記 被 検 体 が 携 帯 可
能 な 受 信 装 置 で あ っ て 、 画 像 表 示 可 能 な 表 示 部 を 有 す る 通 信 端 末 装 置 と の 間 で 無 線 通 信 網
を 介 し て 無 線 通 信 可 能 な 無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 請 求 項 ２ に 係 る 受 信 装 置 は 、 上 記 発 明 に お い て 、 前 記 無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 、 携
帯 電 話 イ ン タ ー フ ェ ー ス で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 請 求 項 ３ に 係 る 受 信 装 置 は 、 上 記 発 明 に お い て 、 前 記 無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 、 無
線 Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ ー フ ェ ー ス で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 請 求 項 ４ に 係 る 受 信 装 置 は 、 上 記 発 明 に お い て 、 対 象 と な る 前 記 通 信 端 末 装 置 の 種 類 に
適 応 す る 前 記 無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス が 装 着 自 在 な 装 着 部 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
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【 ０ ０ １ ４ 】
　 請 求 項 ５ に 係 る 受 信 装 置 は 、 上 記 発 明 に お い て 、 前 記 通 信 端 末 装 置 か ら の ア ク セ ス に よ
り 、 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 が 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 デ ー タ を 該 通 信 端 末 装 置 に 対 し て 前 記
無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス を 介 し て 送 信 出 力 す る 送 信 出 力 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る
。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 請 求 項 ６ に 係 る 受 信 装 置 は 、 上 記 発 明 に お い て 、 あ ら か じ め 設 定 さ れ た 特 定 ア ド レ ス の
前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て ア ク セ ス す る ア ク セ ス 手 段 と 、 該 ア ク セ ス 手 段 に よ る ア ク セ ス
時 に 、 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 が 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 デ ー タ を 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て
前 記 無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス を 介 し て 送 信 出 力 す る 送 信 出 力 手 段 と 、 を 備 え た こ と を 特
徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 請 求 項 ７ に 係 る 受 信 装 置 は 、 上 記 発 明 に お い て 、 前 記 ア ク セ ス 手 段 は 、 特 定 の タ イ ミ ン
グ で 前 記 特 定 ア ド レ ス の 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て ア ク セ ス す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 請 求 項 ８ に 係 る 受 信 装 置 は 、 上 記 発 明 に お い て 、 前 記 特 定 の タ イ ミ ン グ は 、 定 期 的 な タ
イ ミ ン グ で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 請 求 項 ９ に 係 る 受 信 装 置 は 、 上 記 発 明 に お い て 、 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 が 撮 像 し た 被 検
体 内 画 像 デ ー タ を 画 像 処 理 し て 撮 像 臓 器 の 変 化 を 判 定 す る 臓 器 判 定 手 段 を 備 え 、 前 記 特 定
の タ イ ミ ン グ は 、 前 記 臓 器 判 定 手 段 の 判 定 に 従 い 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 が 撮 像 し た 臓 器 が
変 わ っ た タ イ ミ ン グ で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 請 求 項 １ ０ に 係 る 受 信 装 置 は 、 上 記 発 明 に お い て 、 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 が 撮 像 し た 被
検 体 内 画 像 デ ー タ を 画 像 処 理 し て 病 変 箇 所 の 有 無 を 判 定 す る 病 変 箇 所 判 定 手 段 を 備 え 、 前
記 特 定 の タ イ ミ ン グ は 、 前 記 病 変 箇 所 判 定 手 段 の 判 定 に 従 い 病 変 箇 所 が 検 出 さ れ た タ イ ミ
ン グ で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 請 求 項 １ １ に 係 る 受 信 装 置 は 、 上 記 発 明 に お い て 、 被 検 体 内 画 像 デ ー タ の 送 信 出 力 を 指
示 す る 操 作 ボ タ ン を 備 え 、 前 記 特 定 の タ イ ミ ン グ は 、 前 記 操 作 ボ タ ン が 操 作 さ れ た タ イ ミ
ン グ で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 請 求 項 １ ２ に 係 る 受 信 装 置 は 、 上 記 発 明 に お い て 、 あ ら か じ め 設 定 さ れ た 特 定 ア ド レ ス
の 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て ア ク セ ス す る ア ク セ ス 手 段 と 、 該 ア ク セ ス 手 段 に よ る ア ク セ
ス 時 に 、 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て 前 記 無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス を 介 し て 警 告 情 報 を 送
信 出 力 す る 警 告 出 力 手 段 と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 請 求 項 １ ３ に 係 る 受 信 装 置 は 、 上 記 発 明 に お い て 、 当 該 受 信 装 置 に お け る 異 常 の 有 無 を
検 出 す る 異 常 検 出 手 段 を 備 え 、 前 記 ア ク セ ス 手 段 は 、 前 記 異 常 検 出 手 段 で 異 常 が 検 出 さ れ
た 場 合 に 前 記 特 定 ア ド レ ス の 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て ア ク セ ス し 、 前 記 警 告 出 力 手 段 は
、 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て 当 該 受 信 装 置 に 異 常 が あ る 旨 の 警 告 情 報 を 送 信 出 力 す る こ と
を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 請 求 項 １ ４ に 係 る 受 信 装 置 は 、 上 記 発 明 に お い て 、 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 に お け る 異 常
の 有 無 を 検 出 す る 異 常 検 出 手 段 を 備 え 、 前 記 ア ク セ ス 手 段 は 、 前 記 異 常 検 出 手 段 で 異 常 が
検 出 さ れ た 場 合 に 前 記 特 定 ア ド レ ス の 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て ア ク セ ス し 、 前 記 警 告 出
力 手 段 は 、 前 記 通 信 端 末 装 置 に 対 し て 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 に 異 常 が あ る 旨 の 警 告 情 報 を
送 信 出 力 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 請 求 項 １ ５ に 係 る 受 信 装 置 は 、 被 検 体 の 内 部 を 移 動 す る 被 検 体 内 導 入 装 置 か ら 送 信 さ れ
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る 無 線 信 号 を 受 信 す る 前 記 被 検 体 が 携 帯 可 能 な 受 信 装 置 で あ っ て 、 携 帯 電 話 機 を 有 線 接 続
す る 接 続 ポ ー ト と 、 該 接 続 ポ ー ト に 前 記 携 帯 電 話 機 が 接 続 さ れ た 場 合 に 、 該 携 帯 電 話 機 に
対 し て 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 が 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 デ ー タ を 前 記 接 続 ポ ー ト を 介 し て 送
信 出 力 す る 出 力 手 段 と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 本 発 明 に 係 る 受 信 装 置 に よ れ ば 、 画 像 表 示 可 能 な 表 示 部 を 有 す る 通 信 端 末 装 置 と の 間 で
無 線 通 信 網 を 介 し て 無 線 通 信 可 能 な 無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス を 備 え て い る の で 、 被 検 体
内 導 入 装 置 の 服 用 に よ る 検 査 中 の 被 検 者 の 居 場 所 に 関 係 な く 被 検 者 が 携 帯 中 の 受 信 装 置 と
通 信 端 末 装 置 と の 間 で 無 線 通 信 を 行 う こ と が で き 、 よ っ て 、 検 査 中 の 被 検 体 内 画 像 の リ ア
ル タ イ ム 観 察 や 受 信 装 置 自 身 や 被 検 体 内 導 入 装 置 に 異 常 が な い か の 監 視 な ど を 通 信 端 末 装
置 の 表 示 部 を 通 じ て 被 検 者 の 居 場 所 に 関 係 な く 行 う こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 ま た 、 本 発 明 に 係 る 受 信 装 置 に よ れ ば 、 携 帯 電 話 機 を 有 線 接 続 す る 接 続 ポ ー ト と 、 該 接
続 ポ ー ト に 携 帯 電 話 機 が 接 続 さ れ た 場 合 に 、 該 携 帯 電 話 機 に 対 し て 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置
が 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 デ ー タ を 前 記 接 続 ポ ー ト を 介 し て 送 信 出 力 す る 出 力 手 段 と を 備 え
て い る の で 、 被 検 者 は 、 自 身 の 所 有 す る 携 帯 電 話 機 を 利 用 す る こ と で 、 被 検 体 内 導 入 装 置
の 服 用 に よ る 検 査 中 の 居 場 所 に 関 係 な く 携 帯 中 の 受 信 装 置 と 自 身 の 携 帯 電 話 機 と の 間 で 通
信 を 行 う こ と が で き 、 よ っ て 、 検 査 中 の 被 検 体 内 画 像 の リ ア ル タ イ ム 観 察 を 自 身 の 携 帯 電
話 機 の 表 示 部 を 通 じ て 居 場 所 に 関 係 な く 行 う こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 以 下 に 、 本 発 明 に 係 る 受 信 装 置 の 実 施 の 形 態 を 図 面 に 基 づ い て 詳 細 に 説 明 す る 。 な お 、
本 発 明 は 、 実 施 の 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 本 発 明 の 要 旨 を 逸 脱 し な い 範 囲 で 種 々
の 変 更 実 施 の 形 態 が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
（ 実 施 の 形 態 ）
　 図 １ は 、 本 発 明 に 係 る 受 信 装 置 の 好 適 な 実 施 の 形 態 で あ る 無 線 型 の 被 検 体 内 導 入 シ ス テ
ム の 全 体 構 成 を 示 す 模 式 図 で あ る 。 図 １ に 示 す よ う に 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 被 検 体 内 導 入
シ ス テ ム は 、 被 検 体 １ の 内 部 に 導 入 さ れ て 通 過 経 路 に 沿 っ て 移 動 す る カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２
と 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ か ら 送 信 さ れ た 、 被 検 体 内 情 報 を 含 む 無 線 信 号 を 受 信 す る 受 信 装
置 ３ と 、 受 信 装 置 ３ に よ っ て 受 信 さ れ た 無 線 信 号 に 含 ま れ る 被 検 体 内 情 報 の 内 容 を 表 示 す
る 表 示 装 置 ４ と 、 受 信 装 置 ３ と 表 示 装 置 ４ と の 間 の 情 報 の 受 け 渡 し を 行 う た め の 携 帯 型 記
録 媒 体 ５ と 、 受 信 装 置 ３ と の 間 で 携 帯 電 話 通 信 網 ７ を 介 し て 必 要 に 応 じ て 無 線 通 信 を 行 う
携 帯 電 話 機 ８ と を 備 え る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 表 示 装 置 ４ は 、 受 信 装 置 ３ に よ っ て 受 信 さ れ た 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ に よ っ て 撮 像 さ れ
た 被 検 体 内 画 像 等 を 表 示 す る た め の も の で あ り 、 携 帯 型 記 録 媒 体 ５ に よ っ て 得 ら れ る デ ー
タ に 基 づ い て 画 像 表 示 を 行 う ワ ー ク ス テ ー シ ョ ン 等 の よ う な 構 成 を 有 す る 。 具 体 的 に は 、
表 示 装 置 ４ は 、 Ｃ Ｒ Ｔ デ ィ ス プ レ イ 、 液 晶 デ ィ ス プ レ イ 等 に よ っ て 直 接 画 像 等 を 表 示 す る
構 成 と し て も 良 い し 、 プ リ ン タ 等 の よ う に 、 他 の 媒 体 に 画 像 等 を 出 力 す る 構 成 と し て も 良
い 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 携 帯 型 記 録 媒 体 ５ は 、 受 信 装 置 ３ お よ び 表 示 装 置 ４ に 対 し て 着 脱 可 能 で あ っ て 、 両 者 に
対 す る 装 着 時 に 情 報 の 出 力 お よ び 記 録 が 可 能 な 構 造 を 有 す る 。 具 体 的 に は 、 携 帯 型 記 録 媒
体 ５ は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ が 被 検 体 １ の 体 腔 内 を 移 動 し て い る 間 は 受 信 装 置 ３ に 装 着 さ
れ て 被 検 体 内 画 像 を 記 憶 す る 。 そ し て 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ が 被 検 体 １ か ら 排 出 さ れ た 後
に 、 受 信 装 置 ３ か ら 取 り 出 さ れ て 表 示 装 置 ４ に 装 着 さ れ 、 記 録 し た デ ー タ が 表 示 装 置 ４ に
よ っ て 読 み 出 さ れ る 構 成 を 有 す る 。 受 信 装 置 ３ と 表 示 装 置 ４ と の 間 の デ ー タ の 受 け 渡 し を
コ ン パ ク ト フ ラ ッ シ ュ （ 登 録 商 標 ） メ モ リ 等 の 携 帯 型 記 録 媒 体 ５ に よ っ て 行 う こ と で 、 受
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信 装 置 ３ と 表 示 装 置 ４ と の 間 が 有 線 接 続 さ れ た 場 合 と 異 な り 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ が 被 検
体 １ 内 部 を 移 動 中 で あ っ て も 、 被 検 体 １ が 自 由 に 行 動 す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 受 信 ア ン テ ナ ６ ａ ～ ６ ｈ は 、 例 え ば ル ー プ ア ン テ ナ を 用 い て 形 成 さ れ る 。 係 る ル ー プ ア
ン テ ナ は 、 被 検 体 １ の 体 表 面 の 所 定 の 位 置 に 固 定 さ れ た 状 態 で 使 用 さ れ 、 受 信 ア ン テ ナ ６
ａ ～ ６ ｈ は 、 好 ま し く は ル ー プ ア ン テ ナ を 被 検 体 １ の 体 表 面 に 固 定 す る た め の 固 定 手 段 を
備 え る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ は 、 被 検 体 内 導 入 装 置 の 一 例 と し て 機 能 す る も の で あ っ て 、 バ ッ テ
リ 駆 動 の 下 、 被 検 体 内 画 像 を 撮 像 し 、 撮 像 し た 画 像 デ ー タ を 含 む 無 線 信 号 を 受 信 装 置 ３ に
対 し て 送 信 す る た め の も の で あ る 。 す な わ ち 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ は 、 被 検 体 １ の 口 腔 部
を 介 し て 導 入 さ れ た 後 、 再 び 体 外 に 排 出 さ れ る ま で の 間 、 被 検 体 １ 内 部 の 画 像 た る 被 検 体
内 画 像 を 取 得 し 、 取 得 し た 画 像 デ ー タ を 含 む 無 線 信 号 を 間 欠 的 に 外 部 に 送 信 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 次 に 、 受 信 装 置 ３ に つ い て 説 明 す る 。 受 信 装 置 ３ は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ か ら 送 信 さ れ
た 無 線 信 号 を 受 信 し 、 無 線 信 号 に 含 ま れ る 被 検 体 内 画 像 に 関 す る デ ー タ を 再 構 成 す る た め
の も の で あ る 。 ま た 、 受 信 装 置 ３ は 、 担 当 医 師 、 看 護 師 等 の 特 定 の 医 療 従 事 者 あ る い は 被
検 者 本 人 が 所 有 し 画 像 表 示 可 能 な 液 晶 等 に よ る 表 示 部 ９ を 有 す る 携 帯 電 話 機 ８ と の 間 で 、
必 要 に 応 じ て 、 無 線 通 信 を 行 う た め の も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 図 ２ は 、 携 帯 電 話 機 ８ と の 間 で 無 線 通 信 可 能 な 受 信 装 置 ３ の 構 成 を 示 す 模 式 図 で あ る 。
本 実 施 の 形 態 の 受 信 装 置 ３ は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 携 帯 電 話 機 ８ と の 間 の 無 線 通 信 を イ ン
タ ー フ ェ ー ス す る た め の コ ン パ ク ト フ ラ ッ シ ュ （ 登 録 商 標 ） メ モ リ カ ー ド （ Ｃ Ｆ カ ー ド ）
対 応 の ス ロ ッ ト １ １ を 有 し 、 こ の ス ロ ッ ト １ １ に 携 帯 電 話 機 ８ と の 間 で 携 帯 電 話 通 信 網 ７
を 介 し て 無 線 通 信 を 可 能 と す る メ ー ル ア ド レ ス が 特 定 の ア ド レ ス と し て 割 り 当 て ら れ た Ｃ
Ｆ カ ー ド 対 応 の 無 線 Ｉ ／ Ｆ カ ー ド （ イ ン タ ー フ ェ ー ス カ ー ド ） １ ２ が 装 着 さ れ て い る 。 こ
の 無 線 Ｉ ／ Ｆ カ ー ド １ ２ は 、 カ ー ド 形 態 の 携 帯 電 話 Ｉ ／ Ｆ 回 路 １ ３ と 無 線 ア ン テ ナ １ ４ と
か ら な る 。 無 線 Ｉ ／ Ｆ カ ー ド １ ２ は 、 よ り 具 体 的 に は 、 Ｆ Ｏ Ｒ Ｍ （ Freedom Of Mobile mu
ltimedia Access） 用 で あ り 、 携 帯 電 話 通 信 網 ７ は 、 例 え ば 下 り ３ ８ ４ ｋ ｂ ｐ ｓ 、 上 り ６
４ ｋ ｂ ｐ ｓ の Ｆ Ｏ Ｒ Ｍ 通 信 網 で あ る 。 ま た 、 受 信 装 置 ３ は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 当 該 受 信
装 置 ３ に Ｉ Ｄ 情 報 等 を 初 期 設 定 す る 等 の 場 合 に 利 用 さ れ る 小 型 の 表 示 部 １ ５ と 、 被 検 者 自
身 の 所 望 時 に 携 帯 電 話 機 ８ に 対 す る 無 線 送 信 出 力 を 指 示 す る た め の 操 作 ボ タ ン １ ６ と を 備
え て い る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 図 ３ は 、 受 信 装 置 ３ の 構 成 を 示 す 模 式 的 な ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。 図 ３ に 示 す よ う に 、 受 信
装 置 ３ は 、 複 数 存 在 す る 受 信 ア ン テ ナ ６ ａ ～ ６ ｈ の 中 か ら 無 線 信 号 の 受 信 に 適 し た も の を
選 択 す る ア ン テ ナ 選 択 部 ２ １ と 、 ア ン テ ナ 選 択 部 ２ １ に よ っ て 選 択 さ れ た 受 信 ア ン テ ナ ６
を 介 し て 受 信 さ れ た 無 線 信 号 に 対 し て 、 復 調 等 の 処 理 を 行 う 受 信 回 路 ２ ２ と 、 受 信 回 路 ２
２ に よ っ て 抽 出 さ れ た 原 信 号 （ 送 信 部 ９ に よ っ て 変 調 さ れ る 前 の 信 号 ） を ２ 値 化 さ れ た デ
ジ タ ル 信 号 に 変 換 す る ２ 値 化 回 路 ２ ３ と 、 受 信 回 路 ２ ２ か ら 出 力 さ れ た 受 信 強 度 信 号 を 所
定 の デ ジ タ ル 信 号 に 変 換 す る Ａ ／ Ｄ 変 換 部 ２ ４ と を 備 え る 。 ま た 、 受 信 装 置 ３ は 、 ２ 値 化
回 路 ２ ３ に よ っ て ２ 値 化 さ れ 、 ブ リ ッ ジ 回 路 ２ ５ を 経 由 し た 原 信 号 に 基 づ き 被 検 体 内 画 像
デ ー タ を 再 構 成 す る 画 像 処 理 部 ２ ６ と 、 画 像 処 理 部 ２ ６ に よ っ て 再 構 成 さ れ た 画 像 デ ー タ
を 記 憶 す る メ モ リ と し て 携 帯 型 記 録 媒 体 ５ と 、 前 述 の 無 線 Ｉ ／ Ｆ カ ー ド １ ２ と 、 表 示 部 １
５ と 、 操 作 ボ タ ン １ ６ と を 備 え る 。 さ ら に 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 受 信 装 置 ３ は 、 記 憶 部
２ ７ と 、 こ れ ら の 携 帯 型 記 録 媒 体 ５ 、 無 線 Ｉ ／ Ｆ カ ー ド １ ２ 、 表 示 部 １ ５ 、 操 作 ボ タ ン １
６ 、 記 憶 部 ２ ７ に 対 す る 入 出 力 を 制 御 す る 制 御 部 ２ ８ と 、 受 信 装 置 ３ の 各 構 成 要 素 に 対 し
て 駆 動 電 力 を 供 給 す る バ ッ テ リ 構 成 の 電 力 供 給 部 ２ ９ を 備 え る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 ア ン テ ナ 選 択 部 ２ １ は 、 複 数 の 受 信 ア ン テ ナ ６ ａ ～ ６ ｈ の 中 か ら 最 も 受 信 に 適 し た も の
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を 選 択 し 、 選 択 し た 受 信 ア ン テ ナ を 介 し て 受 信 さ れ た 無 線 信 号 を 受 信 回 路 ２ ２ に 対 し て 出
力 す る た め の も の で あ る 。 具 体 的 に は 、 ア ン テ ナ 選 択 部 ２ １ は 、 例 え ば あ ら か じ め 受 信 ア
ン テ ナ ６ ａ ～ ６ ｈ の そ れ ぞ れ を 順 次 切 り 替 え て 無 線 信 号 を 受 信 し 、 受 信 し た 無 線 信 号 を 受
信 回 路 ２ ２ に 出 力 す る 。 受 信 回 路 ２ ２ は 、 Ｒ Ｓ Ｓ Ｉ (Received Signal Strength Indicato
r :受 信 信 号 強 度 表 示 信 号 )の ア ナ ロ グ 信 号 を Ａ ／ Ｄ 変 換 部 ２ ４ に 対 し て 出 力 す る 機 能 を 有
し 、 Ａ ／ Ｄ 変 換 部 ２ ４ は 、 受 信 回 路 ２ ２ か ら 入 力 さ れ た ア ナ ロ グ 信 号 を デ ジ タ ル 信 号 に 変
換 し て ア ン テ ナ 選 択 部 ２ １ に 対 し て 出 力 す る 。 そ し て 、 ア ン テ ナ 選 択 部 ２ １ は 、 Ａ ／ Ｄ 変
換 部 ２ ４ か ら 入 力 さ れ た Ｒ Ｓ Ｓ Ｉ デ ジ タ ル 信 号 の 強 度 が 最 も 高 く な る 受 信 ア ン テ ナ を 選 択
し 、 選 択 し た 受 信 ア ン テ ナ を 介 し て 受 信 さ れ た 無 線 信 号 の 受 信 を 受 信 回 路 ２ ２ に 対 し て 出
力 す る 。 な お 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ が 被 検 体 １ 内 を 移 動 す る こ と に よ っ て 、 時 間 の 経 過 に
伴 い 受 信 に 適 し た 受 信 ア ン テ ナ は 変 化 す る 。 従 っ て 、 ア ン テ ナ 選 択 部 ２ １ に よ る ア ン テ ナ
選 択 動 作 は 、 複 数 回 行 う こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 受 信 回 路 ２ ２ は 、 受 信 し た 無 線 信 号 に 対 し て 復 調 等 の 処 理 を 行 う こ と に よ っ て 原 信 号 を
抽 出 す る た め の も の で あ る 。 な お 、 本 実 施 の 形 態 に お い て 、 受 信 回 路 ２ ２ は 、 ア ナ ロ グ 信
号 の 状 態 で 原 信 号 を 抽 出 、 出 力 す る も の と し 、 抽 出 さ れ た 原 信 号 は 、 ２ 値 化 回 路 ２ ３ に よ
っ て デ ジ タ ル 信 号 に 変 換 さ れ 、 ブ リ ッ ジ 回 路 ２ ５ に よ っ て シ リ ア ル ／ パ ラ レ ル 変 換 処 理 さ
れ て 画 像 処 理 部 ２ ６ に 対 し て 出 力 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 画 像 処 理 部 ２ ６ は 、 ２ 値 化 回 路 ２ ３ か ら 出 力 さ れ る 原 信 号 に 基 づ き 被 検 体 内 画 像 に 関 す
る 画 像 デ ー タ を 再 構 成 す る た め の も の で あ り 、 例 え ば Ｊ Ｐ Ｅ Ｇ 画 像 デ ー タ 等 に 圧 縮 す る た
め の 圧 縮 回 路 等 を 備 え る 他 、 デ ー タ を 一 時 的 に 保 持 す る Ｓ Ｄ Ｒ Ａ Ｍ （ Synchronous Dynami
c Random Access Memory） 等 の メ モ リ 機 構 を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 記 憶 部 ２ ７ は 、 当 該 受 信 装 置 ３ に 必 要 な 初 期 設 定 情 報 等 を 記 憶 す る た め の も の で あ り 、
例 え ば 患 者 Ｉ Ｄ 等 の 他 、 担 当 医 療 従 事 者 お よ び 患 者 自 身 の 所 有 す る 所 有 す る 携 帯 電 話 機 ８
の メ ー ル ア ド レ ス （ 特 定 ア ド レ ス ） が あ ら か じ め 設 定 登 録 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 携 帯 型 記 録 媒 体 ５ 等 に 対 す る 入 出 力 を 制 御 す る 制 御 部 ２ ８ は 、 送 信 出 力 部 ３ １ と 警 告 出
力 部 ３ ２ と ア ク セ ス 部 ３ ３ と 臓 器 判 定 部 ３ ４ と 病 変 箇 所 判 定 部 ３ ５ と 受 信 機 用 異 常 検 出 部
３ ６ と カ プ セ ル 用 異 常 検 出 部 ３ ７ と を 備 え る 。 送 信 出 力 部 ３ １ は 、 携 帯 電 話 機 ８ 側 か ら ア
ク セ ス が あ っ た 場 合 、 ま た は 当 該 所 定 の 携 帯 電 話 機 ８ に 対 す る ア ク セ ス が あ っ た 場 合 に 、
カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ が 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 デ ー タ を 当 該 所 定 の 携 帯 電 話 機 ８ に 対 し て 無
線 Ｉ ／ Ｆ カ ー ド １ ２ 、 携 帯 電 話 通 信 網 ７ を 介 し て 送 信 出 力 す る た め の も の で あ り 、 例 え ば
圧 縮 処 理 さ れ た 画 像 デ ー タ を 伸 長 し 変 調 し て 出 力 さ せ る 機 能 を 備 え る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 臓 器 判 定 部 ３ ４ は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ に よ り 撮 像 さ れ て 画 像 処 理 さ れ た 被 検 体 内 画 像
デ ー タ に 基 づ き 撮 像 臓 器 の 変 化 を リ ア ル タ イ ム で 判 定 す る た め の も の で あ る 。 例 え ば 、 胃
、 小 腸 、 大 腸 な る 臓 器 に 関 し て 、 最 初 は 胃 領 域 で あ る と 判 定 し 、 次 い で 被 検 体 内 画 像 デ ー
タ に 基 づ き 小 腸 領 域 の 特 徴 で あ る 絨 毛 領 域 が 検 出 さ れ た ら 小 腸 領 域 に 移 行 し た と 判 定 し 、
さ ら に 被 検 体 内 画 像 デ ー タ に 基 づ き 大 腸 領 域 の 特 徴 で あ る 便 領 域 が 検 出 さ れ た ら 大 腸 領 域
に 移 行 し た と 判 定 す る 機 能 を 有 す る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 病 変 箇 所 判 定 部 ３ ５ は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ に よ り 撮 像 さ れ て 画 像 処 理 さ れ た 被 検 体 内
画 像 デ ー タ に 基 づ き 病 変 箇 所 （ 出 血 、 褪 色 、 形 状 異 常 等 ） の 有 無 を リ ア ル タ イ ム で 判 定 す
る た め の も の で あ る 。 例 え ば 、 出 血 部 位 の 場 合 で あ れ ば 、 臓 器 内 部 の 粘 膜 よ り も 赤 み の 強
い 画 像 領 域 の 出 現 に よ り 判 定 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 受 信 機 用 異 常 検 出 部 ３ ６ は 、 当 該 受 信 装 置 ３ 自 身 に お け る 異 常 、 障 害 の 有 無 を 検 出 す る
た め の も の で あ る 。 こ の 場 合 の 異 常 、 障 害 と し て は 、 例 え ば 電 力 供 給 部 ２ ９ を 構 成 す る バ
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ッ テ リ の 残 量 が あ る か 、 携 帯 型 記 録 媒 体 ５ に 関 し て 、 確 実 に 装 着 さ れ て い る か 、 媒 体 に 異
常 が あ る か 、 空 き 容 量 が あ る か 、 検 査 用 Ｉ Ｄ が 登 録 さ れ て い る か な ど が 対 象 と な る 。 例 え
ば 、 バ ッ テ リ 残 量 の 場 合 は 、 電 池 の 電 圧 値 の 測 定 に よ り 判 定 可 能 で あ る 。 媒 体 異 常 の 場 合
は 、 携 帯 型 記 録 媒 体 ５ へ の デ ー タ 書 き 込 み を 行 え る か 否 か を 判 定 す れ ば よ く 、 検 査 用 Ｉ Ｄ
等 の 登 録 に つ い て は 、 携 帯 型 記 録 媒 体 ５ に あ ら か じ め 決 め ら れ た 検 査 日 、 被 検 者 の 氏 名 、
カ プ セ ル Ｉ Ｄ 、 ロ ッ ト 番 号 な ど の Ｉ Ｄ 登 録 が な さ れ て い る か を 判 定 す れ ば よ い 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 カ プ セ ル 用 異 常 検 出 部 ３ ７ は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ に お け る 異 常 の 有 無 を 検 出 す る た め
の も の で あ る 。 こ の 場 合 の 異 常 、 障 害 と し て は 、 例 え ば バ ッ テ リ の 残 量 が あ る か 、 Ｌ Ｅ Ｄ
が 正 常 に 点 灯 し て い る か 、 Ｃ Ｃ Ｄ が 正 常 に 撮 像 し て い る か 、 画 像 デ ー タ が 受 信 装 置 ３ に 対
し て 正 常 に 無 線 出 力 さ れ て い る か な ど が 対 象 と な る 。 例 え ば 、 Ｌ Ｅ Ｄ や Ｃ Ｃ Ｄ の 異 常 有 無
に 関 し て は 、 受 信 装 置 ３ が 受 信 し た 画 像 デ ー タ の 内 容 に 基 づ き 判 定 す れ ば よ い 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 警 告 出 力 部 ３ ２ は 、 受 信 機 用 異 常 検 出 部 ３ ６ ま た は カ プ セ ル 用 異 常 検 出 部 ３ ７ に よ っ て
異 常 が 検 出 さ れ た 場 合 に 、 あ ら か じ め 設 定 登 録 さ れ た 特 定 の 携 帯 電 話 機 ８ に 対 し て 受 信 装
置 ３ 又 は カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ に 異 常 が あ る 旨 の 警 告 情 報 を 無 線 Ｉ ／ Ｆ カ ー ド １ ２ 、 携 帯 電
話 網 ７ を 介 し て 送 信 出 力 す る た め の も の で あ り 、 当 該 警 告 情 報 は あ ら か じ め 記 憶 部 ２ ７ に
設 定 登 録 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 ア ク セ ス 部 ３ ３ は 、 あ ら か じ め 記 憶 部 ２ ７ に 設 定 登 録 さ れ た メ ー ル ア ド レ ス （ 特 定 ア ド
レ ス ） の 携 帯 電 話 機 ８ に 対 し て 当 該 受 信 装 置 ３ 側 か ら ア ク セ ス す る た め の も の で あ り 、 特
定 の タ イ ミ ン グ で ア ク セ ス 処 理 を 実 行 す る 。 本 実 施 の 形 態 の ア ク セ ス 部 ３ ３ が ア ク セ ス 処
理 を 実 行 す る タ イ ミ ン グ が 生 ず る 処 理 例 と し て は 、 定 期 的 出 力 処 理 、 臓 器 別 出 力 処 理 、 病
変 箇 所 出 力 処 理 、 指 示 操 作 時 出 力 処 理 、 受 信 機 異 常 時 出 力 処 理 、 カ プ セ ル 異 常 時 出 力 処 理
が 挙 げ ら れ る 。 各 処 理 に つ い て は 、 後 述 す る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 次 に 、 制 御 部 ２ ８ に よ っ て 実 行 さ れ る 携 帯 電 話 機 ８ と の 間 の 無 線 通 信 処 理 制 御 例 に つ い
て 説 明 す る 。 ま ず 、 携 帯 電 話 機 ８ 側 か ら 受 信 装 置 ３ に 対 し て ア ク セ ス が あ っ た 場 合 の 処 理
制 御 例 を 説 明 す る 。 図 ４ は 、 携 帯 電 話 機 ８ 側 か ら 受 信 装 置 ３ に 対 し て ア ク セ ス が あ っ た 場
合 の 処 理 制 御 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 携 帯 電 話 機 ８ 側 か ら 当 該 受 信 装 置 ３ の
ア ド レ ス を 指 定 し た 呼 出 し が あ っ た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ １ ， Ｙ ｅ ｓ ） 、 当 該 呼 出 し を 行 っ た
発 信 元 の 携 帯 電 話 機 ８ が あ ら か じ め 記 憶 部 ２ ７ に 設 定 登 録 さ れ た ア ド レ ス の も の で あ る か
否 か を 判 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ） 。 発 信 元 の 携 帯 電 話 機 ８ が 登 録 さ れ た も の で な け れ ば （
ス テ ッ プ Ｓ ２ ， Ｎ ｏ ） 、 処 理 を 終 了 し 、 登 録 さ れ た も の で あ れ ば （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ， Ｙ ｅ ｓ
） 、 送 信 出 力 部 ３ １ は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ で 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 デ ー タ に 基 づ き パ ケ
ッ ト デ ー タ を 生 成 し 、 携 帯 電 話 Ｉ ／ Ｆ 回 路 １ ３ お よ び ア ン テ ナ １ ４ 並 び に 携 帯 電 話 網 ７ を
介 し て 、 呼 出 し の あ っ た 携 帯 電 話 機 ８ に 対 し て 送 信 出 力 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ） 。 こ れ に よ
り 、 携 帯 電 話 機 ８ の 表 示 部 に は カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ で 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 が リ ア ル タ イ
ム で 表 示 さ れ る 。 こ の よ う な パ ケ ッ ト デ ー タ の 送 信 出 力 は 、 携 帯 電 話 機 ８ 側 で 発 呼 状 態 が
オ フ さ れ る ま で （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ， Ｙ ｅ ｓ ） 、 繰 り 返 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 こ れ に よ れ ば 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ の 服 用 に よ る 検 査 中 の 被 検 者 の 居 場 所 に 関 係 な く 、
担 当 医 療 従 事 者 は 、 自 身 が 所 有 し て い る 携 帯 電 話 機 ８ か ら 所 望 の 時 点 で 院 内 か ら の 遠 隔 操
作 に よ っ て 被 検 者 が 携 帯 中 の 受 信 装 置 ３ に 対 し て ア ク セ ス す る こ と で 、 検 査 中 の 被 検 体 内
画 像 の リ ア ル タ イ ム 観 察 を 携 帯 電 話 機 ８ の 表 示 部 ９ に よ っ て 行 う こ と が で き る 。 特 に 、 院
外 へ の 外 出 許 可 が 出 る 小 腸 検 査 中 の 被 検 体 内 画 像 の リ ア ル タ イ ム 観 察 が 可 能 と な る 。 ま た
、 被 検 者 本 人 の 場 合 も 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ の 服 用 に よ る 検 査 中 の 被 検 者 の 居 場 所 に 関 係
な く 、 自 身 が 所 有 し て い る 携 帯 電 話 機 ８ か ら 自 身 が 携 帯 中 の 受 信 装 置 ３ に 対 し て ア ク セ ス
す る こ と で 、 検 査 中 の 被 検 体 内 画 像 の リ ア ル タ イ ム 観 察 を い つ で も 携 帯 電 話 機 ８ の 表 示 部
９ に よ っ て 行 う こ と が で き る 。 今 日 で は 、 携 帯 電 話 機 ８ は 日 常 生 活 に お い て 必 須 の デ バ イ

10

20

30

40

50

(9) JP 2007-151809 A 2007.6.21



ス と な っ て お り 、 こ の よ う な 携 帯 電 話 機 ８ と 受 信 装 置 ３ と を 携 帯 す る だ け で 自 身 に よ る リ
ア ル タ イ ム 観 察 が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ま た 、 受 信 装 置 ３ 側 か ら 特 定 の 携 帯 電 話 機 ８ に 対 し て 特 定 の タ イ ミ ン グ で ア ク セ ス す る
場 合 の 処 理 制 御 例 を 説 明 す る 。 図 ５ は 、 定 期 的 出 力 処 理 に 伴 い あ ら か じ め 設 定 さ れ た 定 期
的 な タ イ ミ ン グ で ア ク セ ス す る 場 合 の 処 理 制 御 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 当 該
受 信 装 置 ３ は 、 検 査 の 開 始 後 、 時 間 の 経 過 を 監 視 し て お り 、 あ ら か じ め 設 定 さ れ た 定 期 的
な 送 信 タ イ ミ ン グ に 達 し た か 否 か を 随 時 判 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ １ ） 。 そ し て 、 送 信 タ イ
ミ ン グ に 達 し た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ １ １ ， Ｙ ｅ ｓ ） 、 こ の 定 期 的 な タ イ ミ ン グ で 、 送 信 出 力
部 ３ １ は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ で 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 デ ー タ に 基 づ き パ ケ ッ ト デ ー タ を
生 成 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ２ ） 。 さ ら に 、 記 憶 部 ２ ７ か ら あ ら か じ め 設 定 登 録 さ れ て い る 担
当 医 療 従 事 者 の 携 帯 電 話 機 ８ の ア ド レ ス 情 報 を 取 得 し 、 該 ア ド レ ス 宛 の 携 帯 電 話 機 ８ に ア
ク セ ス す る こ と で 、 パ ケ ッ ト デ ー タ を 携 帯 電 話 Ｉ ／ Ｆ 回 路 １ ３ お よ び ア ン テ ナ １ ４ 並 び に
携 帯 電 話 網 ７ を 介 し て 、 当 該 携 帯 電 話 機 ８ に 対 し て 送 信 出 力 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ） 。 こ
れ に よ り 、 担 当 医 療 従 事 者 の 携 帯 電 話 機 ８ の 表 示 部 ９ に は カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ で 撮 像 し た
被 検 体 内 画 像 が リ ア ル タ イ ム に 表 示 さ れ る 。 こ の よ う な 処 理 が 定 期 的 に 繰 り 返 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 こ れ に よ れ ば 、 担 当 医 療 従 事 者 は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ の 服 用 に よ る 検 査 中 の 被 検 者 の
居 場 所 に 関 係 な く 、 院 内 に 居 な が ら に し て 自 身 が 所 有 し て い る 携 帯 電 話 機 ８ の 表 示 部 ９ を
通 じ て 検 査 中 の 被 検 体 内 画 像 の リ ア ル タ イ ム 観 察 を 定 期 的 に 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 図 ６ は 、 臓 器 別 出 力 処 理 に 伴 い 撮 像 し た 臓 器 が 変 わ っ た タ イ ミ ン グ で ア ク セ ス す る 場 合
の 処 理 制 御 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 当 該 受 信 装 置 ３ は 、 検 査 の 開 始 後 、 カ プ
セ ル 型 内 視 鏡 ２ で 撮 像 し た 画 像 デ ー タ の 分 析 を 行 う こ と で 、 臓 器 判 定 部 ２ ４ に よ っ て 撮 像
臓 器 の 変 化 を 監 視 し （ ス テ ッ プ Ｓ ２ １ ） 、 撮 像 臓 器 が 変 わ っ た か 否 か を 随 時 判 定 す る （ ス
テ ッ プ Ｓ ２ ２ ） 。 そ し て 、 撮 像 臓 器 が 変 わ っ た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ， Ｙ ｅ ｓ ） 、 撮 像 臓
器 が 変 わ っ た タ イ ミ ン グ で 、 送 信 出 力 部 ３ １ は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ で 撮 像 し た 被 検 体 内
画 像 デ ー タ に 基 づ き パ ケ ッ ト デ ー タ を 生 成 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ） 。 さ ら に 、 記 憶 部 ２ ７
か ら あ ら か じ め 設 定 登 録 さ れ て い る 担 当 医 療 従 事 者 の 携 帯 電 話 機 ８ の ア ド レ ス 情 報 を 取 得
し 、 該 ア ド レ ス 宛 の 携 帯 電 話 機 ８ に ア ク セ ス す る こ と で 、 パ ケ ッ ト デ ー タ を 携 帯 電 話 Ｉ ／
Ｆ 回 路 １ ３ お よ び ア ン テ ナ １ ４ 並 び に 携 帯 電 話 網 ７ を 介 し て 、 当 該 携 帯 電 話 機 ８ に 対 し て
送 信 出 力 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ ） 。 こ れ に よ り 、 担 当 医 療 従 事 者 の 携 帯 電 話 機 ８ の 表 示 部
９ に は カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ で 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 が リ ア ル タ イ ム に 表 示 さ れ る 。 こ の よ
う な 処 理 は 、 撮 像 臓 器 が 変 わ る タ イ ミ ン グ で 繰 り 返 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 こ れ に よ れ ば 、 担 当 医 療 従 事 者 は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ の 服 用 に よ る 検 査 中 の 被 検 者 の
居 場 所 に 関 係 な く 、 院 内 に 居 な が ら に し て 自 身 が 所 有 し て い る 携 帯 電 話 機 ８ の 表 示 部 ９ を
通 じ て 検 査 中 の 被 検 体 内 画 像 の リ ア ル タ イ ム 観 察 を 臓 器 が 変 わ る 毎 に 行 う こ と が で き る 。
特 に 、 担 当 医 療 従 事 者 は 、 被 検 者 が 院 内 に 居 る う ち に カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ の 小 腸 へ の 到 達
を 確 認 し た 時 点 で 、 当 該 被 検 者 に 対 し て 外 出 許 可 を 出 し た り 、 被 検 者 が 院 外 の 外 出 先 に 居
る 場 合 に お い て カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ の 大 腸 へ の 到 達 を 確 認 し た 時 点 で 小 腸 を 通 過 し 検 査 終
了 間 際 で あ る と 判 断 し 被 検 者 に 対 し て 院 内 へ の 戻 り を 指 示 し た り す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 図 ７ は 、 病 変 箇 所 別 出 力 処 理 に 伴 い 病 変 箇 所 が 検 出 さ れ た タ イ ミ ン グ で ア ク セ ス す る 場
合 の 処 理 制 御 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 当 該 受 信 装 置 ３ は 、 検 査 の 開 始 後 、 カ
プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ で 撮 像 し た 画 像 デ ー タ の 分 析 を 行 う こ と で （ ス テ ッ プ Ｓ ３ １ ） 、 病 変 箇
所 判 定 部 ２ ５ に よ っ て 病 変 箇 所 の 有 無 を 随 時 判 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ ） 。 そ し て 、 病 変
箇 所 が 検 出 さ れ た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ ， Ｙ ｅ ｓ ） 、 病 変 箇 所 が 検 出 さ れ た タ イ ミ ン グ で
、 送 信 出 力 部 ３ １ は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ で 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 デ ー タ に 基 づ き パ ケ ッ
ト デ ー タ を 生 成 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ３ ） 。 さ ら に 、 記 憶 部 ２ ７ か ら あ ら か じ め 設 定 登 録 さ
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れ て い る 担 当 医 療 従 事 者 の 携 帯 電 話 機 ８ の ア ド レ ス 情 報 を 取 得 し 、 該 ア ド レ ス 宛 の 携 帯 電
話 機 ８ に ア ク セ ス す る こ と で 、 パ ケ ッ ト デ ー タ を 携 帯 電 話 Ｉ ／ Ｆ 回 路 １ ３ お よ び ア ン テ ナ
１ ４ 並 び に 携 帯 電 話 網 ７ を 介 し て 、 当 該 携 帯 電 話 機 ８ に 対 し て 送 信 出 力 す る （ ス テ ッ プ Ｓ
３ ４ ） 。 こ れ に よ り 、 担 当 医 療 従 事 者 の 携 帯 電 話 機 ８ の 表 示 部 ９ に は カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２
で 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 が リ ア ル タ イ ム に 表 示 さ れ る 。 こ の よ う な 処 理 は 、 病 変 箇 所 が 検
出 さ れ る タ イ ミ ン グ で 繰 り 返 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 こ れ に よ れ ば 、 担 当 医 療 従 事 者 は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ の 服 用 に よ る 検 査 中 の 被 検 者 の
居 場 所 に 関 係 な く 、 院 内 に 居 な が ら に し て 自 身 が 所 有 し て い る 携 帯 電 話 機 ８ の 表 示 部 ９ を
通 じ て 検 査 中 の 被 検 体 内 画 像 の リ ア ル タ イ ム 観 察 を 病 変 箇 所 が 検 出 さ れ る 毎 に 行 う こ と が
で き る 。 特 に 、 担 当 医 療 従 事 者 は 、 病 変 箇 所 の 画 像 デ ー タ を 観 察 す る こ と で 、 そ の 程 度 等
を 判 断 し 、 そ の 程 度 等 に 応 じ て 被 検 者 に 対 し て 院 内 へ の 戻 り を 指 示 し た り 、 極 力 安 静 に 近
い 状 態 で の 検 査 続 行 を 指 示 し た り す る こ と で 、 適 正 な 検 査 の 一 助 と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 図 ８ は 、 指 示 操 作 時 出 力 処 理 に 伴 い 受 信 装 置 ３ の 操 作 ボ タ ン １ ６ が 押 下 さ れ た タ イ ミ ン
グ で ア ク セ ス す る 場 合 の 処 理 制 御 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 当 該 受 信 装 置 ３ は
、 検 査 の 開 始 後 、 操 作 ボ タ ン １ ６ が 押 下 さ れ た か 否 か を 随 時 判 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ４ １ ）
。 そ し て 、 操 作 ボ タ ン １ ６ が 押 下 さ れ た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ４ １ ， Ｙ ｅ ｓ ） 、 ス イ ッ チ 押 下
の タ イ ミ ン グ で 、 送 信 出 力 部 ３ １ は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ で 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 デ ー タ
に 基 づ き パ ケ ッ ト デ ー タ を 生 成 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ） 。 さ ら に 、 記 憶 部 ２ ７ か ら あ ら か
じ め 設 定 登 録 さ れ て い る 被 検 者 自 身 の 携 帯 電 話 機 ８ の ア ド レ ス 情 報 を 取 得 し 、 該 ア ド レ ス
宛 の 携 帯 電 話 機 ８ に ア ク セ ス す る こ と で 、 パ ケ ッ ト デ ー タ を 携 帯 電 話 Ｉ ／ Ｆ 回 路 １ ３ お よ
び ア ン テ ナ １ ４ 並 び に 携 帯 電 話 網 ７ を 介 し て 、 当 該 携 帯 電 話 機 ８ に 対 し て 送 信 出 力 す る （
ス テ ッ プ Ｓ ４ ３ ） 。 こ れ に よ り 、 被 検 者 自 身 の 携 帯 電 話 機 ８ の 表 示 部 ９ に は カ プ セ ル 型 内
視 鏡 ２ で 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 が リ ア ル タ イ ム に 表 示 さ れ る 。 こ の よ う な 処 理 は 、 操 作 ボ
タ ン １ ６ が 押 下 さ れ る タ イ ミ ン グ で 繰 り 返 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 こ れ に よ れ ば 、 被 検 者 本 人 は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ の 服 用 に よ る 検 査 中 の 自 身 の 居 場 所
に 関 係 な く 、 自 身 が 携 帯 中 の 受 信 装 置 ３ か ら 自 身 が 所 有 し て い る 携 帯 電 話 機 ８ に 対 し て ア
ク セ ス す る こ と で 、 検 査 中 の 被 検 体 内 画 像 の リ ア ル タ イ ム 観 察 を い つ で も 携 帯 電 話 機 ８ の
表 示 部 ９ に よ っ て 行 う こ と が で き る 。 特 に 、 携 帯 電 話 機 ８ 側 か ら ア ク セ ス す る こ と な く 、
受 信 装 置 ３ の 操 作 ボ タ ン １ ６ を 押 下 す る だ け の ワ ン タ ッ チ 操 作 で リ ア ル タ イ ム 観 察 を 行 う
こ と が で き る 。 今 日 で は 、 携 帯 電 話 機 ８ は 日 常 生 活 に お い て 必 須 の デ バ イ ス と な っ て お り
、 こ の よ う な 携 帯 電 話 機 ８ と 受 信 装 置 ３ と を 携 帯 す る だ け で 自 身 に よ る リ ア ル タ イ ム 観 察
が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 図 ９ は 、 受 信 機 異 常 時 出 力 処 理 に 伴 い 受 信 装 置 ３ に 異 常 が 検 出 さ れ た タ イ ミ ン グ で ア ク
セ ス す る 場 合 の 処 理 制 御 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 当 該 受 信 装 置 ３ は 、 検 査 の
開 始 後 、 受 信 機 用 異 常 検 出 部 ３ ６ に よ っ て 受 信 装 置 ３ 内 の 異 常 検 出 処 理 を 随 時 行 い （ ス テ
ッ プ Ｓ ５ １ ） 、 受 信 装 置 ３ に 異 常 が あ る か 否 か の 判 定 を 行 う (ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ )。 そ し て 、
受 信 装 置 ３ に 異 常 が 検 出 さ れ た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ， Ｙ ｅ ｓ ） 、 異 常 が 検 出 さ れ た タ イ
ミ ン グ で 、 警 告 出 力 部 ３ ２ は 、 受 信 装 置 ３ に 異 常 が あ る 旨 の 警 告 メ ッ セ ー ジ を 生 成 す る （
ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ） 。 さ ら に 、 記 憶 部 ２ ７ か ら あ ら か じ め 設 定 登 録 さ れ て い る 担 当 医 療 従 事
者 の 携 帯 電 話 機 ８ の ア ド レ ス 情 報 を 取 得 し 、 該 ア ド レ ス 宛 の 携 帯 電 話 機 ８ に ア ク セ ス す る
こ と で 、 警 告 メ ッ セ ー ジ を 携 帯 電 話 Ｉ ／ Ｆ 回 路 １ ３ お よ び ア ン テ ナ １ ４ 並 び に 携 帯 電 話 網
７ を 介 し て 、 当 該 携 帯 電 話 機 ８ に 対 し て 送 信 出 力 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ４ ） 。 こ れ に よ り 、
担 当 医 療 従 事 者 の 携 帯 電 話 機 ８ の 表 示 部 ９ に は 受 信 装 置 ３ に 異 常 が あ る 旨 の 警 告 メ ッ セ ー
ジ が 表 示 さ れ る 。 こ の よ う な 処 理 は 、 受 信 装 置 ３ 内 の 異 常 が 検 出 さ れ る タ イ ミ ン グ で 繰 り
返 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
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　 こ れ に よ れ ば 、 担 当 医 療 従 事 者 は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ の 服 用 に よ る 検 査 中 の 被 検 者 の
居 場 所 に 関 係 な く 、 院 内 に 居 な が ら に し て 自 身 が 所 有 し て い る 携 帯 電 話 機 ８ の 表 示 部 ９ を
通 じ て 受 信 装 置 ３ に 異 常 が 生 じ た こ と を 即 座 に 知 る こ と が で き る 。 特 に 、 担 当 医 療 従 事 者
は 、 受 信 装 置 ３ の 異 常 の 状 況 を 知 る こ と で 、 そ の 程 度 等 を 判 断 し 、 そ の 程 度 等 に 応 じ て 被
検 者 に 対 し て 院 内 へ の 戻 り や 検 査 の 中 止 を 指 示 し た り す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 図 １ ０ は 、 カ プ セ ル 異 常 時 出 力 処 理 に 伴 い カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ に 異 常 が 検 出 さ れ た タ イ
ミ ン グ で ア ク セ ス す る 場 合 の 処 理 制 御 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 当 該 受 信 装 置
３ は 、 検 査 の 開 始 後 、 カ プ セ ル 用 異 常 検 出 部 ３ ７ に よ っ て カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ の 異 常 検 出
処 理 を 随 時 行 い （ ス テ ッ プ Ｓ ６ １ ） 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ に 異 常 が あ る か 否 か の 判 定 を 行
う (ス テ ッ プ Ｓ ６ ２ )。 そ し て 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ に 異 常 が 検 出 さ れ た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ
６ ２ ， Ｙ ｅ ｓ ） 、 異 常 が 検 出 さ れ た タ イ ミ ン グ で 、 警 告 出 力 部 ３ ２ は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡
２ に 異 常 が あ る 旨 の 警 告 メ ッ セ ー ジ を 生 成 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ６ ３ ） 。 さ ら に 、 記 憶 部 ２ ７
か ら あ ら か じ め 設 定 登 録 さ れ て い る 担 当 医 療 従 事 者 の 携 帯 電 話 機 ８ の ア ド レ ス 情 報 を 取 得
し 、 該 ア ド レ ス 宛 の 携 帯 電 話 機 ８ に ア ク セ ス す る こ と で 、 警 告 メ ッ セ ー ジ を 携 帯 電 話 Ｉ ／
Ｆ 回 路 １ ３ お よ び ア ン テ ナ １ ４ 並 び に 携 帯 電 話 網 ７ を 介 し て 、 当 該 携 帯 電 話 機 ８ に 対 し て
送 信 出 力 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ６ ４ ） 。 こ れ に よ り 、 担 当 医 療 従 事 者 の 携 帯 電 話 機 ８ の 表 示 部
９ に は カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ に 異 常 が あ る 旨 の 警 告 メ ッ セ ー ジ が 表 示 さ れ る 。 こ の よ う な 処
理 は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ 内 の 異 常 が 検 出 さ れ る タ イ ミ ン グ で 繰 り 返 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 こ れ に よ れ ば 、 担 当 医 療 従 事 者 は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ の 服 用 に よ る 検 査 中 の 被 検 者 の
居 場 所 に 関 係 な く 、 院 内 に 居 な が ら に し て 自 身 が 所 有 し て い る 携 帯 電 話 機 ８ の 表 示 部 ９ を
通 じ て カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ に 異 常 が 生 じ た こ と を 即 座 に 知 る こ と が で き る 。 特 に 、 担 当 医
療 従 事 者 は 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ の 異 常 の 状 況 を 知 る こ と で 、 そ の 程 度 等 を 判 断 し 、 そ の
程 度 等 に 応 じ て 被 検 者 に 対 し て 院 内 へ の 戻 り や 検 査 の 中 止 を 指 示 し た り す る こ と が で き る
。
【 ０ ０ ６ １ 】
（ 変 形 例 １ ）
　 上 述 の 実 施 の 形 態 で は 、 携 帯 電 話 Ｉ ／ Ｆ 回 路 １ ３ お よ び ア ン テ ナ １ ４ 並 び に 携 帯 電 話 通
信 網 ７ を 利 用 し て 、 受 信 装 置 ３ と 携 帯 電 話 機 ８ と の 間 で 無 線 通 信 を 行 う よ う に し た が 、 携
帯 電 話 機 ８ に 代 え て 、 携 帯 電 話 通 信 網 ７ の 利 用 が 可 能 な ノ ー ト 型 パ ソ コ ン 、 ワ ー ク ス テ ー
シ ョ ン あ る い は Ｐ Ｄ Ａ （ Personal Digital Assistance） 等 の 画 像 表 示 が 可 能 な 表 示 部 を
備 え る 各 種 通 信 端 末 装 置 を 用 い る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
（ 変 形 例 ２ ）
　 図 １ １ は 、 変 形 例 ２ の 無 線 通 信 可 能 な 受 信 装 置 ３ の 構 成 を 示 す 模 式 図 で あ る 。 上 述 の 実
施 の 形 態 で は 、 携 帯 電 話 通 信 網 ７ を 利 用 す る よ う に し た が 、 被 検 者 が 検 査 の 終 了 す る ま で
院 内 に 留 ま る 場 合 で あ れ ば 、 携 帯 電 話 通 信 網 ７ に 代 え て 、 院 内 に 構 築 さ れ て い る 無 線 Ｌ Ａ
Ｎ （ Local Area Network） ４ １ を 利 用 す る も の と し 、 受 信 装 置 ３ に は 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 対 応 で 特
定 ア ド レ ス が 指 定 さ れ た 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 　 Ｉ ／ Ｆ ４ ２ を 備 え 、 画 像 表 示 可 能 な 表 示 部 ４ ３ を 有
す る ノ ー ト 型 パ ソ コ ン ４ ４ や 表 示 部 ４ ５ を 有 す る Ｐ Ｄ Ａ ４ ６ 等 の 通 信 端 末 装 置 と の 間 で 無
線 通 信 可 能 に 構 成 し て も よ い 。 こ の 場 合 の 通 信 端 末 装 置 は 、 ワ ー ク ス テ ー シ ョ ン 等 で あ っ
て も よ い 。 ま た 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 　 Ｉ ／ Ｆ ４ ２ を 、 例 え ば Ｃ Ｆ カ ー ド 対 応 の 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 　 Ｉ ／
Ｆ と す る こ と で 、 ス ロ ッ ト １ １ に 対 し て 無 線 Ｉ ／ Ｆ カ ー ド １ ２ と 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 　 Ｉ ／ Ｆ ４ ２
と を 装 着 自 在 と し 、 携 帯 電 話 通 信 網 ７ を 利 用 す る 場 合 と 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ４ １ を 利 用 す る 場 合 と
で 適 応 す る イ ン タ ー フ ェ ー ス を 使 い 分 け で き る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 こ れ に よ れ ば 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ の 服 用 に よ る 検 査 中 の 被 検 者 の 院 内 で の 居 場 所 に 関
係 な く 、 担 当 医 療 従 事 者 は 、 ノ ー ト 型 パ ソ コ ン ４ ４ や Ｐ Ｄ Ａ ４ ６ か ら 所 望 の 時 点 で 被 検 者
が 携 帯 中 の 受 信 装 置 ３ に 対 し て ア ク セ ス す る こ と で 、 検 査 中 の 被 検 体 内 画 像 の リ ア ル タ イ
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ム 観 察 を 表 示 部 ４ ３ ま た は ４ ５ に よ っ て 行 う こ と が で き る 。 ま た 、 カ プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ の
服 用 に よ る 検 査 中 の 被 検 者 の 院 内 で の 居 場 所 に 関 係 な く 、 担 当 医 療 従 事 者 は 、 受 信 装 置 ３
側 か ら の ア ク セ ス に よ っ て 適 宜 タ イ ミ ン グ で ノ ー ト 型 パ ソ コ ン ４ ４ や Ｐ Ｄ Ａ ４ ６ の 表 示 部
４ ３ ， ４ ５ を 通 じ て 検 査 中 の 被 検 体 内 画 像 の リ ア ル タ イ ム 観 察 を 行 う こ と も で き る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 ま た 、 受 信 装 置 ３ に 被 検 者 自 身 の 携 帯 電 話 機 ５ １ を Ｕ Ｓ Ｂ （ Universal Serial Bus） ケ
ー ブ ル ５ ２ に よ り 有 線 接 続 す る た め の 接 続 ポ ー ト と し て Ｕ Ｓ Ｂ ポ ー ト ５ ３ を 備 え 、 Ｕ Ｓ Ｂ
ポ ー ト ５ ３ に 携 帯 電 話 機 ５ １ が 接 続 さ れ た 場 合 に は 、 こ の 携 帯 電 話 機 ５ １ に 対 し て カ プ セ
ル 型 内 視 鏡 ２ が 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 を Ｕ Ｓ Ｂ ポ ー ト ５ ３ 、 Ｕ Ｓ Ｂ ケ ー ブ ル ５ ２ を 介 し て
送 信 出 力 さ せ 、 携 帯 電 話 機 ５ １ の 表 示 部 ５ ４ に 表 示 さ せ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 図 １ ２ は 、 有 線 接 続 時 出 力 処 理 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 制 御 部 ２ ８ は 、 Ｕ
Ｓ Ｂ ポ ー ト ５ ３ に 携 帯 電 話 機 ５ １ が 接 続 さ れ た か 否 か を 随 時 判 定 し て お り （ ス テ ッ プ Ｓ ７
１ ） 、 携 帯 電 話 機 ５ １ が 接 続 さ れ た 場 合 に は （ ス テ ッ プ Ｓ ７ １ ， Ｙ ｅ ｓ ） 、 出 力 部 は 、 カ
プ セ ル 型 内 視 鏡 ２ で 撮 像 し た 被 検 体 内 画 像 デ ー タ を Ｕ Ｓ Ｂ ポ ー ト ５ ３ を 介 し て 携 帯 電 話 機
５ １ に 対 し て 送 信 出 力 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ７ ２ ） 。 こ の 処 理 を 、 携 帯 電 話 機 ５ １ が 外 さ れ る
ま で （ ス テ ッ プ Ｓ ７ ３ ， Ｙ ｅ ｓ ） 、 繰 り 返 す 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 こ れ に よ れ ば 、 被 検 者 は 、 自 身 の 所 有 す る 携 帯 電 話 機 ５ １ を 利 用 す る こ と で 、 カ プ セ ル
型 内 視 鏡 ２ の 服 用 に よ る 検 査 中 の 居 場 所 に 関 係 な く 携 帯 中 の 受 信 装 置 ３ と 自 身 の 携 帯 電 話
機 ５ １ と の 間 で 通 信 を 行 う こ と が で き 、 よ っ て 、 検 査 中 の 被 検 体 内 画 像 の リ ア ル タ イ ム 観
察 を 自 身 の 携 帯 電 話 機 ５ １ の 表 示 部 ５ ４ を 通 じ て 居 場 所 に 関 係 な く 行 う こ と が で き る 。 特
に 、 今 日 で は 、 携 帯 電 話 機 ５ １ は 日 常 生 活 に お い て 必 須 の デ バ イ ス と な っ て お り 、 こ の よ
う な 携 帯 電 話 機 ５ １ と 受 信 装 置 ３ と を 携 帯 す る だ け で 自 身 に よ る リ ア ル タ イ ム 観 察 が 可 能
と な り 、 専 用 の 簡 易 画 像 表 示 装 置 を 持 ち 歩 く よ う な 煩 わ し さ が な い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ６ ７ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る 受 信 装 置 の 好 適 な 実 施 の 形 態 で あ る 無 線 型 の 被 検 体 内 導 入 シ ス テ ム
の 全 体 構 成 を 示 す 模 式 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 携 帯 電 話 機 と の 間 で 無 線 通 信 可 能 な 受 信 装 置 の 構 成 を 示 す 模 式 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 受 信 装 置 の 構 成 を 示 す 模 式 的 な ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 携 帯 電 話 機 側 か ら 受 信 装 置 に 対 し て ア ク セ ス が あ っ た 場 合 の 処 理 制 御 例 を 示 す 概
略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ５ 】 定 期 的 出 力 処 理 に 伴 い あ ら か じ め 設 定 さ れ た 定 期 的 な タ イ ミ ン グ で ア ク セ ス す る
場 合 の 処 理 制 御 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ６ 】 臓 器 別 出 力 処 理 に 伴 い 撮 像 し た 臓 器 が 変 わ っ た タ イ ミ ン グ で ア ク セ ス す る 場 合 の
処 理 制 御 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ７ 】 病 変 箇 所 別 出 力 処 理 に 伴 い 病 変 箇 所 が 検 出 さ れ た タ イ ミ ン グ で ア ク セ ス す る 場 合
の 処 理 制 御 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ８ 】 指 示 操 作 時 出 力 処 理 に 伴 い 受 信 装 置 の 操 作 ボ タ ン が 押 下 さ れ た タ イ ミ ン グ で ア ク
セ ス す る 場 合 の 処 理 制 御 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ９ 】 受 信 機 異 常 時 出 力 処 理 に 伴 い 受 信 装 置 に 異 常 が 検 出 さ れ た タ イ ミ ン グ で ア ク セ ス
す る 場 合 の 処 理 制 御 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 １ ０ 】 カ プ セ ル 異 常 時 出 力 処 理 に 伴 い カ プ セ ル 型 内 視 鏡 に 異 常 が 検 出 さ れ た タ イ ミ ン
グ で ア ク セ ス す る 場 合 の 処 理 制 御 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 １ １ 】 変 形 例 ２ の 無 線 通 信 可 能 な 受 信 装 置 の 構 成 を 示 す 模 式 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 有 線 接 続 時 出 力 処 理 例 を 示 す 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 １ 　 被 検 体
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　 ２ 　 カ プ セ ル 型 内 視 鏡
　 ３ 　 受 信 装 置
　 ７ 　 携 帯 電 話 通 信 網
　 ８ 　 携 帯 電 話 機
　 ９ 　 表 示 部
１ １ 　 ス ロ ッ ト
１ ２ 　 無 線 Ｉ ／ Ｆ カ ー ド
１ ６ 　 操 作 ボ タ ン
３ １ 　 送 信 出 力 部
３ ２ 　 警 告 出 力 部
３ ３ 　 ア ク セ ス 部
３ ４ 　 臓 器 判 定 部
３ ５ 　 病 変 箇 所 判 定 部
３ ６ 　 受 信 機 用 異 常 検 出 部
３ ７ 　 カ プ セ ル 用 異 常 検 出 部
４ １ 　 無 線 Ｌ Ａ Ｎ
４ ２ 　 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 　 Ｉ ／ Ｆ
４ ３ 　 表 示 部
４ ４ 　 ノ ー ト 型 パ ソ コ ン
４ ５ 　 表 示 部
４ ６ 　 Ｐ Ｄ Ａ
５ １ 　 携 帯 電 話 機
５ ２ 　 Ｕ Ｓ Ｂ ケ ー ブ ル
５ ３ 　 Ｕ Ｓ Ｂ ポ ー ト
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(15) JP 2007-151809 A 2007.6.21



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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解决的问题：要在检查过程中通过带入被检体内导入装置实时观察被检
体内图像，监视接收装置本身或被检体内导入装置等是否有异常，而与
被检体身在何处无关。 为了能够。 胶囊型内窥镜（2）具备能够与具有
通过移动电话通信网络（7）显示图像的显示部（9）的移动电话（8）进
行无线通信的无线I / F卡（12）。 不管被摄体被检体的下落如何，被检
体1在接收装置3与被检体1所携带的移动电话8之间进行无线通信，并实
时地观察和接收被检体中的图像。 移动电话8的显示单元9可以监视装置
3本身和胶囊型内窥镜2是否有异常，而与被检体的位置无关。 [选型图]
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